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ヽ ゞ
（その 1)

収支報告書 ゜I.~ • ~.9.... ~.. 
令和5年分

開催分） ゜
（ふり がな） めでいかる どらごんそさえてい

l政治団体の名称 MEDICAL DRAGQ心 SOCIETY

こ:f̀：ここ：こ日晟只：［富；―-( 

政

政

政

ロ
ロ
ロ

政治団体の区分

党 □政治資金規正法第18条の 2第 1項

党 の 支 部 の規定による政治団体

治資金団体 回 その他 の政治団体

□そ の他の政治 団体の 支部

3代 表 者 の 氏 名

4会計責任者の氏名

高宮 僕樹

活動区域の区分

回 2以上の都道府県の区域等 □同一の都道府県の区域内

嗚川 毅

事務担当者の氏名

嗚）II

（電話） 06-6392-1795 

毅

（電話）

資金管理団体の指定の有無

口有

回無

公職の種類

（現職・候補者の別）

資金管理団体の届
出をした者の氏名

（電話）

資金管理団体の指定の期間

国会議員関係政治団体の区分

口政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者
の 氏 名橋本 岳

公職 の種 類衆 議院 議員

（現職・候補者の別） （現職）

公職の候補者
の氏名 (2人目）

公職 の種 類

（現職・候補者の別）

公職の候補者
の氏名（ 3人目）

公職 の種 類

（現職・候補者の別）

から

まで
（※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで
（※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

1889 ・しーで～豆．迄“a,＃芍’!
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•' 

（その 2) 取支の状況
1 収支の総括表

収 入 総 額 3,416,330 
（前年からの繰越額） 1,386,316 
（ 本 年 の 収 入 額 ） 2,030,014 

支 出 総 額 2,139,997 
翌年への繰越額 1,276,333 

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額

員 数（党費又は会費を納入した人の数）

(2)寄附

ア 寄附（イを除く。）の区分 金 額 備 考

（ア）個人からの寄附 740,000 
（ ぅ ち 特 定 寄 附 ）

（イ）法人その他の団体からの寄附

゜（ り ） 政 治 団 体 か ら の 寄 附

゜小計 （ア） ＋ （イ） ＋ （り） 740,000 
（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）

゜イ 政 党 匿 名 寄 附

゜合計 （ ア ＋ イ ） 740,000 



ヽ 、ノ

（その 6)

(6) その他の収入

行番号 摘 要 金 額 備 考

1 勉強会会費 140,000 令和5年9月9日

2 勉強会会贄 1, 150, 000 令和5年12月2日

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

ヽ の 頁の小計 1,290,000 し一

1 件］0万円未満のもの 14 
合 計 1,290,014 



ヽ ‘ （その7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 ］．個人

行番号
寄附者の氏名

金 額 年月日
住所（団体にあっては、主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考（団体にあっては、その名称） へ地） 表者の氏名）

1 松 田 紘 郎 20,000 R5/6/6 東凩都:,::誓！戸手弓目虹巻6番g号
オ7紡 、 釦膨雑 1-7-13 会計士

2 白石章 20,000 R5/6/6 大阪府大阪市住吉区帝塚山中1-4-21会社役員

3 高 宮 慎 樹 20,000 R5/6/12 
東京都港区白金2-1-38白金プフス

医師
＝光坂 202号

4 島 田 光 明 20,000 R5/6/13 東京都板橋区小茂根1-25-22-606 会社役員

5 佐 藤 昌 信 20,000 R5/6/13 岡山県岡山市中区住吉町1-68 医師

6 赤 松 和 弘 20,000 R5/6/13 大阪府枚方市田口山3-19-1-603 税理士

7 南 野 利 久 20,000 R5/6/14 三重県津市観音寺町446-42 会社役員

8 藤 元 秀 一 郎 20,000 R5/6/14 宮崎県宮崎市神宮1-192-304 医師

， 蔵 清 正 一 20,000 R5/6/15 山口県下松市生野屋l―厖醗 歯科医師

10 榊原敬 20,000 R5/6/15 響雷塁言て竺・和疇 医師

I] 國 本 正 雄 20,000 R5/6/16 4僭道旭川市曙 1条7-2-1 医師

12 杉 原 博 司 20,000 R5/6/19 福井県坂井市三国町安島55-23-5 会社役員

13 河田敏明 70,000 R5/6/19 岡山県岡山市北区富町2-16-22 医師

14 永 井 直 規 20,000 RS/6/20 
東凩都港区西麻布2-24-21

医師N．麻布館301

15 高 尾聡一郎 20,000 R5/6/23 岡山県倉敷市福島432-6 医師

‘ の頁の小計 350,000 ‘一 l願により訂正_j (、 mR¥ 

二 1行目栓所



ヽ ヽ
（その7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 ］．個人

行番号
寄附者の氏名

金 額 年月日
住所（団体にあっては、主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考（団体にあっては、その名称） 地） 表者の氏名）

16 小 田 原 良 治 20,000 R5/6/29 鹿児島県鹿児島市山之口町8番 2号 医師

17 原 子 修 司 20,000 R5/6/29 東京都葛飾区立石^6-22-3 109号室 社会保険労務士

18 井 上 惣 二 郎 20,000 R5/7/7 
・と＇ , uと会‘‘』―¥ ^ ‘ ― 

医師安玲’滋年表惰函し＂）ゲ釣＇vタワ—“”
ri ヒLi上

19 吉川ノ 20,000 R5/8/2 愛知県名古屋市緑区亀が洞2-1303 医師＼． ヨ ／

20 宇 野 雄 祐 20,000 R5/8/3 愛
孟知県応名古屋h市可'`名東`区極五楽4-316 

医師

21 井 元 章 ― 70,000 R5/8/9 
が五7-i-f会社役員

／ ← 

22 原口 総一郎 20,000 疇栂 岡山県岡山市北区西古松2-7-16 医師
• _ -

23 北滋 40,000 R5/9/5 東京都杉並区和泉3-18-]] 歯科医師

24 阿 部 浩 一 郎 20,000 R5/10/24 東京都港区南青山5-13-7 医師

25 嗚川毅 20,000 R5/10/30 東京都練馬区石神井台7-24-47-103 会社員

26 山浦康孝 20,000 R5/10/31 茨城県筑西市辻1403-1 医療法人理事

27 福 島 直 央 20,000 R5/ll/6 東菜面賑 ~p,..甜~睾_,·.I-.'.l~午..オ:々ツかt珍し▲贔企ム・-知／ 会社役員

28 平 川 淳 一 20,000 R5/ll/9 
東凩都文京区小石川2-20-10 グフ

医師
ンツオーベル小石川402

29 堀井茂男 20,000 R5/Il/9 岡山県岡山市中区藤原光町1-14-4 医師

30 藤 原 大 輔 20,000 R5/ll/29 京都府京丹後市大宮町周択1948-18 医師

‘ の頁の小計 370,000 
！願によ・り訂正 l（以韮）‘ 

1願によ＇り訂正 1
.1111 年 月 B

7. f. ? |ユ｛個釘ヶ



ヽ ‘ （その 7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 L個人

行番号
寄附者の氏名

金 額 年月日
住所（団体にあっては、主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考（団体にあっては、その名称） 地） 表者の氏名）

31 長森健 20,000 R5/ll/30 福岡県北九州市小倉南区木下555 医師

蜘

の頁の小計 20,000 ヽ

そ の 他 の 寄附

合 計 740,000 



ヽ 、ノ

（その13)

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1 経 常 経 費

(1)人 件 費 120,000 
(2)光 熱 水 費

゜(3)備 品 ． 消 耗 品 費 5,620 
(4)事 務 所 費 102,240 

小 計 227,860 

゜2 政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 1,857,137 
(2)選 挙 関 係 費

゜(3)機関紙誌の発行その他の事業費

゜ ゜ア機関紙誌の発行事業費

゜イ 宣 伝 事 業 費

゜ウ政治資金パーティー開催事業費

゜工そ の他の事業費

゜(4)調 査 研 究 費

゜(5)寄 附 ． 交 付 金

゜(6)そ の 他 の 経 費 55,000 
小 計 1,912,137 

゜合 計 2,139,997 



ヽ ヽ
（その14)

(2)経常経費（人件費を除く。）の内訳 項 日 別 区 I刀¥ 3. 備品・消耗品費

行番号 支出の目的 金 額 年月 H 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主
備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

一 の 頁 の 小 計

゜
‘ 

その他の支出 5,620 
合 計 5,620 



ヽ ‘ （その14)

(2)経常経費（人件費を除く。）の内訳 項 目 別 区 I刀ヽ 4. 事務所費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 事 務 贄 100,000 RS/12/28 株式会社大和工場
大阪府大阪市淀川区西二国4丁目3番75
方ロ

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

一 の 頁 の 小 計 100,000 ‘ 

その他の支出 2,240 
合 計 102,240 



ヽ ‘ （その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1.組織活動費

組織対策贄

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備 考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 会贄 20,000 R5/8/31 岳を囲む会 東京都文京区後楽I-I-10-2F

2 会贄 200,000 R5/ll/6 橋本がく前進の集い事務局
東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第
ー議員会館306号室

3 会潰 200,000 R5/12/26 
自見はなこ次世代の医療政策を考 東凩都千代田区永田町2-1-]参議院議
える会事務局 員会館504号室

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

II 

12 

13 

14 

15 

一 の 頁 の 小 計 420,000 ‘― 

そ の 他 の 支 出 6,768 
合 計 426,768 



‘ 、ノ

（その15)

1.組織活動贄
(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 ハ刀

会議贄

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

I お弁当代 58,968 R5/9/9 
株式会社人形町今半フーズプラン

東京都江東区白河2-23-12
卜

2 会議贄 1,150,000 R5/12/2 浅田屋伊兵衛商店株式会社 東京都港区赤坂3丁目6番4号

3 会議費 200,000 R5/12/2 浅田屋伊兵衛商店株式会社 東京都港区赤坂3丁目6番4号

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

II 

12 

13 

14 

15 

一 の 頁 の 小 計 1,408,968 、し—·

そ の 他 の 支 出 5,201 
合 計 1,414,169 



ヽ ヽ
（その15)

1.組織活動費
(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分

交際費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 お品代 10,800 R5/9/9 
株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸

東京都千代田区丸の内1-9-1
東京店

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

一 の 頁 の 小 計 10,800 ‘--• 

そ の 他 の 支 出 5,400 
合 計 16,200 



ヽ 、
（その15)

9. その他の経贄
(3) 政治活動費の内訳 項 目 別 区 分

政治資金監査報酬

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

I 政治資金監査報酬 55,000 R5/6/26 妹尾盛司税理士事務所 倉敷市白楽町107-1

2 

一 の 頁 の 小 計 55,000 
一
その他の支出

合 計 55,000 



’’’’ 

（その17)

1 資産等の総括表

トベ
只 産 等 の 状況

資産等の有無

資産等の項 目 別 区分 有 無 備 考

ア 上 地 ロ 回

イ 建 惣 ロ 回

ウ 建惣竺所宜生且的上土ゑ地上権又は土地竺賃偕権 ロ 回

工 駆 得 竺 価 頗 企 幽 互 巴 生 超 え ゑ 動産 ロ 回

ォ 預 傘 ｛ 羞 通 且 傘 及 廷 単 座 預 傘 生 陸 こ←） ロ 回
公は腔金（笠通肛金生除~ "- 2 

力 金 銭 信 託 ロ 回

キ 宜 価 証 堡 ロ 回

ク 出 資 丘 よ ゑ 権 利 ロ 回

ケ 貸位生こと竺残画がlQ_Q互巴生超えゑ貸蝕金 ロ 回

コ 玄 払 担 狂 こ 金 額 企 凶9互 巴 生 超 冬 ゑ 敷傘 ロ 回

サ
取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権 口 回

到

シ儘入先二上笠残過巫lQ_Q互巳生超冬ゑ偕ム金 口 回



ヽ
（その20) 宣 誓

）
書

添付書類（別添のとおり）

回 1 領収書等の写し

ロ 2 監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

回 3 政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和6年 4月 息

政治団体の名称 MEDICAL DRAGON SOCIETY 

会計責任者の氏名 嗚川 毅 ⑲ 
代表者の氏名 （代表者については解散時のみ記入すること）
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1
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日

登録政治資金監査人芍こ急羞可《〖》
登
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番
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4

 2
 1

号

研
修
修
了
年
月
日

平
成

21
年

5
月

19
日

(
1
)
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は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

1
9
条
の

1
3
第

1
項
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規
定
に
基
づ
き
、

M
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L
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Y
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令
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に
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し
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、
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収
支
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並
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報
告
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係
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会
計
帳
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、
明
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、
領
収
書
等
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領
収
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徴
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か
っ
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支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係

る
支
出
目
的
書
（
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
た
振
込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い

）
 

て
、
支
出
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。

）
 

ヽ

(
2
)
こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適
正
化
委

員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」
（
以
下
「
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ
た
。

(
3
)
私
の
責
任
は
、
外
部
性
を
有
す
る
第
三
者
と
し
て
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
の
作
成

又
は
徴
取
し
た
収
支
報
告
書
並
び
に
当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
維
書
、
領
収
薔
等
、
領

収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
に
つ

い
て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ

る。

(
4
)
こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、

M
E
D
I
C
A
L
D
R
A
G
O
N
 S
O
C
I
E
T
Y
の
主
た
る
事
務
所
に
お
い
て
行
っ
た
。

2
 
監

査
の

結
果

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
1
)
法

第
1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

1
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等

が
保
存
さ
れ
て
い
た
。

(
2
)
法

第
1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
癖
に
は
、
当
該
国
会
議
員

関
係
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
た
。

(
3
)
法

第
1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

3
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

1
2
条
第

1
項
に
規
定
す
る

収
支
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
に
基
づ
い
て
支
出
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。

(
4
)
法

第
1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
4
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出

の
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

3
 
業

務
制

限

M
E
D
I
C
A
L
 D
R
A
G
O
N
 
S
O
C
I
E
T
Y

と
私
と
の
間
に
は
、
法
第

1
9
条
の

1
3
第

5
項
の
規
定
に
違
反
す
る

事
実
は
な
い
。

ま
た
、

M
E
D
I
C
A
L
D
R
A
G
O
N
 S
O
C
I
E
T
Y

と
政
治
資
金
監
査
の
業
務
を
補
助
し
た
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

員
と
の
間
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

以
上


